
議案第２号 

   職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正について 

 

  平成30年３月14日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   子の看護休暇に係る対象者の範囲を拡大するほか、所要の整備を行うもの

である。 

 

第２ 規則案の内容 

  (１) 子の看護休暇の対象者に「配偶者、父母及び配偶者の父母」を加える

こと。（第12条関係） 

  (２) 地方独立行政法人法の一部改正に伴い、所要の整備をすること。（第

９条の３関係）  

 

第３ 施行期日（附則関係） 

平成30年４月１日から施行すること。 
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 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成30年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号 

   職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成６年岩手県人事委員会規則第30号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第９条の３ ［略］ 第９条の３ ［略］ 

２ 勤務時間等条例第13条第１項第３号の人事委員会規則で定

める法人は、次に掲げる法人とする。 

２ 勤務時間等条例第13条第１項第３号の人事委員会規則で定

める法人は、次に掲げる法人とする。 

 (１) 地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第８条

第３項に規定する一般地方独立行政法人 

 (１) 地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第８条

第１項第５号に規定する一般地方独立行政法人 

 (２)・(３) ［略］  (２)・(３) ［略］ 

３～７ ［略］ ３～７ ［略］ 

 （特別休暇）  （特別休暇） 

第12条 勤務時間等条例第15条の人事委員会規則で定める場合

は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲

げる期間とする。 

第12条 勤務時間等条例第15条の人事委員会規則で定める場合

は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲

げる期間とする。 

(１)～(13) ［略］ (１)～(13) ［略］ 

(14) 15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある

子（配偶者の子を含む。以下この号において同じ。）を養

育する職員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾病にか

かったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なも

のとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをい

う。）のため勤務しないことが相当であると認められる場

合 一の年において５日（その養育する子が２人以上の場

合にあっては、10日）の範囲内の期間 

(14) 職員が、その養育する15歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間にある子（配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号におい

て同じ。）の子を含む。以下この号において「養育する子

」という。）、配偶者、父母、配偶者の父母その他人事委

員会が定める者（以下この号において「子等」という。）

の看護（負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話又は

養育する子の疾病の予防を図るために必要なものとして人

事委員会が定める世話を行うことをいう。）のため勤務し

ないことが相当であると認められる場合 一の年において

５日（養育する子が２人以上の場合にあっては、10日）の

範囲内の期間 

(15)～(26) ［略］ (15)～(26) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正について 

１ 改正の趣旨 

  条例権者から、次世代育成支援・女性活躍推進の観点や知事のイクボス宣言等を踏まえ、職員の

多様な働き方を支援し、仕事と家庭生活を両立しやすい環境を整備するとともに、高齢層職員の勤

務意欲の確保を図るため、看護休暇の対象範囲の拡大について要請があったことから、所要の改正

を行うもの。 

２ 改正内容 

 (１) 子の看護休暇の対象者に配偶者、父母、配偶者の父母を追加すること。（第 12条第 14号関係） 

 
 

現行制度 改 正 案 

子の看護休暇 子等の看護休暇 

対象者 15歳の年度末までの子 
15 歳の年度末までの子、配偶者（内縁関係にあ

る者を含む）、父母、配偶者の父母 

日 数 ５日（子が２人以上 10日） 
５日（子が２人以上 10日） 

※ 変更なし 

対 象 

事 由 

①負傷し、疾病にかかった子の世話 

②学校閉鎖等の時に行う子の世話 

①負傷し、疾病にかかった子等の世話 

②学校閉鎖等の時に行う子の世話 

※ 子の世話に限る。 

 【参考１】看護休暇の対象の可否 

想  定  事  例 対象の可否 備  考 

① 負傷や疾病による治療、療養中の看病及び通院等
の世話 

〇 要介護者は、短期介護休暇の取得可 

② 慢性疾患等による定期的な通院の付添い 〇 要介護者は、短期介護休暇の取得可 

③ デイサービス等の介護施設への送迎 × 要介護者は、短期介護休暇の取得可 

④ 日常生活の世話 × 要介護者は、短期介護休暇の取得可 

⑤ 予防接種、健康診断等の疾病の予防の介助 × 乳幼児は、乳幼児の介助休暇の取得可 

【参考２】短期介護休暇の概要 

 内     容 

対象者 

負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者（要介
護者）の介護その他の世話を行う職員 

（要介護者の範囲） 
ア 同居・別居を問わない者 
  配偶者（内縁関係含む）、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹 
イ 同居を条件とする者 
  職員や配偶者との間において事実上父母や子と同様の関係と認められる者 

取得日数 ５日（要介護者が２人以上 10日） 

取得事由 
① 要介護者の介護 
② 要介護者の必要な世話（通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要
な手続きの代行等 

休暇の単位 １日又は１時間 

給 与 有給（特別休暇） 
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 (２) 地方独立行政法人法の一部改正に伴い、所要の整備をすること。（第９条の３関係） 

３ 施行期日 

  平成 30年４月１日 

〔参考〕 東北各県における子（家族）の看護に係る休暇制度の状況 

 種 別 対 象 者 日数 取得事由 

岩手県 特別休暇 子（15歳まで） ５日 

①負傷、疾病 

②学級閉鎖等 

※ 予防接種、健康診断（介助休暇） 

青森県 

特別休暇 子（12歳まで） ５日 
①負傷、疾病 

②予防接種、健康診断 

職専免 

（有給） 

配偶者、１親等の血族及び姻族（12 歳ま

での子を除く）、同居の２親等の血族及び

姻族 

５日 負傷、疾病 

宮城県 特別休暇 
子（15歳まで）、配偶者、２親等以内の血

族及び姻族 
５日 

負傷、疾病 

※ 予防接種、健康診断（介助休暇） 

秋田県 特別休暇 
子（15歳まで）、配偶者、父母、配偶者の

父母、孫 
５日 

①負傷、疾病 

②予防接種、健康診断 

山形県 特別休暇 

子（15 歳まで）、配偶者、父母、配偶者

の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の

配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び配

偶者の祖父母 

５日 負傷、疾病 

福島県 特別休暇 子（15歳まで） ５日 

①負傷、疾病 

②予防接種、健康診断 

③学級閉鎖、学校行事 
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